
第１１０号議案 

 

 

 

   中野区立公園条例の一部を改正する条例 

 

 

 

 上記の議案を提出します。 

 

 

 

  令和５年１１月２７日 

 

 

 

          提出者 中野区長  酒 井 直 人    

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

 施設の使用料の額並びに利用料金及び使用料の限度額を改定すると

ともに、令和６年７月１日から当分の間のスポーツ施設に係る使用料

の額等の特例措置を定める必要がある。   



   中野区立公園条例の一部を改正する条例 

 

 中野区立公園条例（昭和３３年中野区条例第２２号）の一部を次の

ように改正する。 

 附則に次の１項を加える。 

８ 令和６年７月１日から当分の間、別表第３の規定の適用について

は、同表中「５，８００円」とあるのは「２，９００円」とし、別

表第５⑴の表の規定の適用については、同表中「３，６００円」と

あるのは「１，８００円」と、「１，０００円」とあるのは「５０

０円」と、「１，１００円」とあるのは「６００円」と、「１０，

９００円」とあるのは「５，５００円」と、「１６，３００円」と

あるのは「８，２００円」と、「２２，２００円」とあるのは「１

１，１００円」と、「４３，０００円」とあるのは「２１，５００

円」と、「５，８００円」とあるのは「２，９００円」とし、別表

第５⑵の表の規定の適用については、同表中「９００円」とあるの

は「５００円」と、「５００円」とあるのは「３００円」とし、別

表第５⑶の表の規定の適用については、同表弓道場の項中「２００

円」とあるのは「１００円」と、同表野球場の項中「１，６００円」

とあるのは「８００円」と、同表庭球場の項中「３００円」とある

のは「２００円」と、同表多目的運動広場の項中「１，３００円」

とあるのは「７００円」とする。 

 別表第３学習室の項中「５００円」を「４００円」に改め、同表多

目的運動場の項中「６，５００円」を「５，８００円」に改める。 

 別表第５⑴の表野球場の項中「４，０００円」を「３，６００円」

に改め、同表庭球場の項中「１，１００円」を「１，０００円」に改

め、同表弓道場の項中「１，２１０円」を「１，１００円」に、「１

２，１００円」を「１０，９００円」に、「１８，１００円」を「１



６，３０ ０円」 に、「 ２４， ７００ 円」を「 ２２， ２００ 円」に 、

「４７，８００円」を「４３，０００円」に改め、同表集会場の項中

「７００円」を「６００円」に改め、同表体験学習室Ａの項中「１，

３００円」を「１，２００円」に改め、同表体験学習室Ｂの項中「９

００円」を「８００円」に改め、同表体験学習室Ｃの項中「５００円」

を「４００円」に改め、同表多目的運動広場の項中「６，５００円」

を「５，８００円」に改める。 

 別表第５⑵の表中「１，０００円」を「９００円」に、「６００円」

を「５００円」に改める。 

 別表第５⑶の表中「１，８００円」を「１，６００円」に、「１，

４００円」を「１，３００円」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年７月１日（以下「施行日」という。）から

施行する。ただし、次項及び附則第３項の規定は、公布の日から施

行する。 

 （経過措置） 

２ 施行日前に中野区立公園条例別表第３に掲げる有料施設（多目的

運動場を除く。）について施行日以後に係る使用の承認を行う場合

の使用料並びに施行日前に同条例別表第５⑴の表に掲げる有料施設

（野球場、庭球場、弓道場、自動車駐車場及び多目的運動広場を除

く。）について施行日以後に係る使用の承認を行う場合の利用料金

及び使用料の限度額については、改正後の別表第３（多目的運動場

の項に係る規定を除く。）及び別表第５⑴の表（野球場の項、庭球

場の項、弓道場の項、自動車駐車場の項及び多目的運動広場の項に

係る規定を除く。）の規定を適用した額とする。 

３ 施行日前に中野区立公園条例別表第３に掲げる有料施設（学習室



を除く。）について改正後の附則第８項に規定する期間に係る使用

の承認を行う場合の使用料並びに施行日前に同条例別表第５⑴の表

に掲げる有料施設（集会場、自動車駐車場、体験学習室Ａ、体験学

習室Ｂ及び体験学習室Ｃを除く。）、同条例別表第５⑵の表に掲げ

る附属施設及び同条例別表第５⑶の表に掲げる附属設備について同

項に規定する期間に係る使用の承認を行う場合の利用料金及び使用

料の限度額については、改正後の別表第３（学習室の項に係る規定

を除く。以下同じ。）、別表第５⑴の表（集会場の項、自動車駐車

場の項、体験学習室Ａの項、体験学習室Ｂの項及び体験学習室Ｃの

項に係る規定を除く。以下同じ。）、別表第５⑵の表及び別表第５

⑶の表の規定に改正後の附則第８項の規定を適用した場合の改正後

の別表第３及び別表第５⑴の表から別表第５⑶の表までの規定を適

用した額とする。 


